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会
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様式第１号（第９条関係） 
扶 養 親 族 届 

     年  月  日提出 

任命権者 
 

殿 

勤務公署名  

職 名  氏 名 ㊞  

 給与条例第  条第１項の規定に基づき次のとおり届け出ます。 
（証明書類  通添付） 

届出の理由（該当する□にレ印を付すこと。） 

□１ 新たに職員となつた 

□２ 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある 

□３ 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある（子、孫及び弟妹で満22歳の年度末を超えた者を除く） 

扶養親族 
の 氏 名 

続柄 生年月日 
同居・別居の別 
(別居の場合は住所) 

所得の種類 
所得の年額 
（見込） 

届出事実の 
発生年月日 

届出の事由 

        

        

        

        

        

        

        

記入上の注意 
１ 太枠内の項目は、職員において記入する。 
２ 「続柄」欄には、職員との続柄を(重度心身障がい者として届け出る場合は、その旨を併せて）記入する。 
３ 「所得の種類」欄には、給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得等を記入し、所得の年額の算定は、
届出時点の現状等を基礎として将来１年間について行う。 

４ 「届出の事由」欄には、届出の理由の２又は３に該当する場合にその事由（例えば婚姻、離婚、出生、死
亡、満60歳以上等）をそれぞれ記入する。 

 

受 付 年 月 日   年  月  日受理 ㊞ 

認
定
事
項 

認定をしない場合は 
その氏名と事由 

  

 上記のとおり認定する。 
  年  月  日  

決
裁 

職名       

印       

 備考 

 

認
定
事
項 決

裁
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様式第２号（第10条関係） 

（表） 

             扶 養 手 当 認 定 簿 
氏名  

改姓  

１ 扶養親族の状況 

扶養親族
の 氏 名 

続柄 
生 年 月 日 

（加算開始時期） 
届出年月日 
(受理年月日) 

届出事実の 
発生年月日 

届出の事由 
支 給 の 
始 期 ・ 終 期 
(満22歳年度末) 

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

 
記入上の注意 

１ 「生年月日（加算開始時期）」欄には、加算措置の対象となる子について、加算開始の時期を（ ）書で記入する。 
２ 「届出年月日（受理年月日）」欄には、届出提出日を記入し、その日が届出受理日と異なる場合にあつては、届出受理

日を（ ）書で記入する。 
３ 「支給の始期・終期（満22歳年度末）」欄には、子・孫・弟妹が満22歳年度末により支給要件を喪失する時期を（ ）
書で記入する。 

４ 子、孫、弟妹が満22歳年度末により支給要件を喪失した場合は、「届出年月日（受理年月日）」欄及び「届出事実の発
生年月日」欄の記入は要しない。なお、「届出の事由」欄には、「満22歳年度末」と記入する。 

 

子・孫・弟妹
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（裏） 

２ 扶養手当の月額の認定(支給額の改定) 

支給開始（終了）・

支給額改定時期 

認定扶養

親 族 

（子以外） 

認定扶養

親 族 

（ 子 ） 

 

扶養手当

の 月 額 
認定等の事由 

認 定 欄 

うち加算

措置対象 

所 属 名 決 裁 

認定年月日 
取扱 

者印 

認定権 

者 印 

 
(人) 

 
(人) 

 
(人) 

 
(円) 

  
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

      
 

  
年  月  日 

 

３ 備考 

 

「備考」欄は、扶養親族及び扶養手当額の認定上、特に必要な事項を記入する。 
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
、
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
福

岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の

様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。




